
○ 京都府議会魅力ある地域づくりに関する

特別委員会規程

                  （令和５年５月 26 日）

（設置）

第１条 京都府議会に魅力ある地域づくりに関する特別委員会（以

下「委員会」という。）を置く。

（調査）

第２条 委員会は、大学の知と学生の力を取り入れた地域活性化、

観光やスポーツを通じた様々な交流機会の拡大など、地域のポテ

ンシャルの向上を目指した魅力ある地域づくりに関する施策につ

いて調査し、及び研究する。

（構成）

第３条 委員会は、委員 12 人をもって構成する。

（委員長及び副委員長）

第４条 委員会に、委員長及び副委員長２人を置く。

   附 則

この規程は、令和５年５月 26 日から施行する。


